
ズバリ！結論） 
①指定以外のごみステーションに捨てるのは不法投棄という統一見解の徹底を。 
②取り立てるわけにはいかないが、これも統一見解として徹底を。 
③平成 17 年の裁判で埼玉の県営住宅での親睦費以外の共益費は払えという判決があった、 
それと一緒で電灯料金の負担をしていないことから、自治会への参加を促すべき。 
④もう他の政令市も検討している、是非３者の役割を規定した条例の制定を。 
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要望） 
①休日の中、協会員・市職員に感謝。 

②大雪で、バスが一部で運行停止、障害の詳細を調査して、
バス事業者と連携を図り、道路の除雪対策に活かすべき。 
③市長は、TV 番組中「市建設業協会と日頃から協定を締
結、今回も協力でスムーズに復旧できた。」と語っていた。 
言葉だけでなく入札経営審査等でも分かるので、役立つ 
重機等自社所有事業者を配慮すべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの広い意見を募集しております。 
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ごあいさつ     自由民主党政権に戻り１年が経過しました。経済政策によっ

て、千葉市でも今年度50億円もの税収増があり、今春闘では賃上げが大企業においては達成

されています。一方中小企業においては依然として厳しい状態が続いています。この20年間

では大企業ですら賃上げがなされませんでした。この影響を中小企業、そして地方でもある

千葉市に波及させなければなりません。地域に根ざして行動して参ります。 
 

１、町内自治について 

 

 

２、災害時応援協定について 

 

 

質問） 
①居住する地域以外の場所のごみステーションに、ゴミを出すことについての見解は。 
②自治会費のうち親睦費を含む全てではなく、町内自治会の防犯街灯のように、市からの 
補助金以外の経費を自治会費の中から負担していることについて、非自治会員の支払い義務をどのように考えているか。 
③長野県塩尻市「みんなで支える自治会条例」埼玉県八潮市「懲戒自治会への加入及び参加を進めるための条例」があり、
住民自治会加入に努め、自治会は参加環境の整備、市は必要な支援と３者の役割が規定されている。他市で制定されてい
る自治会加入促進条例についてどう考えるか。 
④政令市における地域活動を促進する条例について、どう考えるか 

質問） 
①道路の除雪の応援協定は、今回の大雪の対応は。 
②除雪の優先順位は。 
③市が保有している除雪に対応できる重機の台数は。 

回答） 
①居住する地域以外の場所のごみステーションに、ゴミを出すことは、不法投棄となる。 
②親睦行事のような会員向けの共益的な事業と、防犯街灯の管理のように公益的な事業。これらの事業では、会員でない
地域住民も受益者に対し、町内自治会はあくまでも任意団体であり、非自治会員に支払い義務を課すことは難しい。しか
し、地域の一員として受益をご理解いただけるよう周知するなど、加入の促進に努める。 
③市としても、町内自治会への加入促進は積極的に行うべきと考えている。しか加入は強制できないことから、他都市の
条例でも努力規定に留まっている。 
④今後検討を進める新たなまちづくり条例の中に、住民の地域活動への参加促進に関して盛り込むことを検討していく。 

回答） 
①｢除雪等業務の協力に関する基本協定｣を千葉市建設業 
協会と締結、積雪 5～10CM となると除雪作業。今回は、
7 日の午前中に協会に除雪体制を整えるよう要請。8 日未
明から除雪開始、千葉市建設業協会会員 73 社を市内全域
に配備し、延べ 470 人、使用した重機は 13 台。 
②幹線道路の、高い坂道や橋梁の車道部を中心に、歩行者
が多い主要な駅周辺の通路や横断歩道橋を優先的に除雪。 
 

26 年度予算で実現 

 

 

●マンホールトイレが増設されます。 
電気や水道が止まると、家庭や避難所で水洗トイ

レが使用できなくなります。停電・給水停止の災

害時にも使用可能な災害用マンホールトイレの整

備を進めていますが、今年度整備されれば 34 校と

なります、災害が起きてからでは間に合いません、

今後避難所指定の全 55 校に速やかなマンホール

トイレの設置を図ります。 

 



要望） 

①一定の効果あったのではないか。 

②取りはぐれないようなら、別に条例で強制執行を明記する必要

はない、措置命令で対応して欲しい、未収にならなければ促進を。 

③過料の導入は早期導入を、同時に更地になると 6 倍になる

固定資産税の時限付き減免を国に要望すべき。 

 

 

 

 

要望） 

①人員と費用には限界があるそれでは注意しきれない。 

②早朝稲毛駅を訪れた県外の友人に「政治家の旗と歩きたばこ、駅前が汚い」と言われた。歩きたばこの人が、子どもに当たり

そうな場面を見かけることもある。交通事故ワースト千葉県と一緒で千葉市のイメージが悪くなる。喫煙自体は違法ではないの

で私自身は喫煙していませんが、「歩きたばこは条例違反」です。取り締まるためにも喫煙所を作って違反したらもっと厳格に

摘発すべき。稲毛駅はトイレも古くなり、老朽化し、汚れてきたので例えば合築して、JT に費用負担をもちかけてはどうか。

駄目ならイオンの拡大に併せて、設置の検討を。とにかく路上喫煙を排除すべき。 
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４、空家対策について 

 

 

５、介護予防について 

 

 

６、路上喫煙について 

 

 

予算 

 

 

質問） 

①条例施行後の現状は。 

②建築基準法での措置命令についての見解は。 

③過料の徴収についての見解は。 

 

質問） 

①認知症高齢者の数の推移は。 

②本市の認知症予防の取り組みは。 

③認知症初期集中支援チームの設置に 

より期待されることは。 

 要望） 

①4 月から疾病と障がいの個別集計を行えば、介護予防の可

能性が広がる。 

②脳の科学教室はいい、公民館等で短期企画でもやってみ

たら良い。園芸療法等も活用してみては。 

③医師、看護師、作業療法士など複数の専門職が、認知症

の方や認知症が疑われる方の自宅を訪問し、分野を越えて

自宅で暮らし続けるための助言などを行う。住み慣れた環

境で暮らし続けられると期待している。 

 

 

 

 

質問） 

①JR 千葉駅・稲毛駅・海浜幕張駅・蘇我駅での 

路上喫煙状況と過料件数はどうなっていますか。 

②周知徹底の課題は。 

 

 (4) いきいき外出支援制度の抽選化を阻止！ 

これは予算の編成過程でのことですが、高齢者のひきこもり防止と介護予防の目的で 60歳以上の高齢者を対象として、11人以上のグループで貸

切バスを借りた際一部を補助するという制度ですが、一定の件数を超えた場合という抽選にする提案がありましたが、一度募集をしてからキャン

セルが難しいことと、高齢者が元気で健康であれば、医療費の削減にも繋がることから会派の総意として現状維持を主張し撤回となりました。よ

って本年も抽選はありませんのでご安心下さい。 

 

(3)マンホールトイレが増設されます。 

電気や水道が止まると、家庭や避難所で

水洗トイレが使用できなくなります。停

電・給水停止の災害時にも使用可能な災

害用マンホールトイレの整備を進めてい

ますが、今年度整備されれば 34 校となり

ます、災害が起きてからでは間に合いま

せん、今後避難所指定の全 55 校に速やか

なマンホールトイレの設置を図ります。 

 

(2) 私立幼稚園就園奨励費が拡充されます。 

補助単価を引き上げ、低所得世帯と多子世帯の負担軽減

の拡充をはかることになりました。 

 ◇引き上げ額 

  生活保護世帯  年 40,000 円～78,800 円 

  第２子     年 27,000 円～154,000 円 

  第３子    年 305,000 円～308,000 円 

 

(1) 子どもの通院医療費の助成対象が下表のように拡充されます。 

 

標準型(千葉市) 

 


